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１．障がい福祉計画策定の基本的な考え方 

 

（１）計画策定の背景と位置付け 

 

○ 平成15年４月に導入された「支援費制度」は、障がい者の自己決定、主体性を

尊重し、障がい者が必要なサービスを主体的に選択できるという画期的な制度で

すが、その一方、制度改革によりサービス需要が急増し、将来にわたっての持続

可能な制度運営が懸念されるとともに、サービス提供基盤の地域格差の問題など

が生じてきました。 

 

○ こうした状況に対応して、平成18年４月に施行された「障害者自立支援法」に

おいては、障がい者が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、必

要なサービスが地域において計画的に提供されるべく、福祉施設や事業体系の抜

本的な見直しと併せて、市町村や都道府県に対し「障害福祉計画」の策定を義務

付けるなど、サービス体系全般について見直しが行われたところです。 

 

○ 「障害福祉計画」は、障害者自立支援法第88条に基づく計画で、その策定に当

たっては、同法第87条に基づき国が定める基本指針に即し、また、「さんじょう

障がい者プラン2007」、「三条市地域福祉計画」との調和を保ちながら、３年を

１期とした各年度でサービスの種類ごとに必要な見込量やその確保に向けた方

策などを定めます。 

 

※ 当市では、第１期障がい福祉計画を障害者基本法に基づく「障害者計画」であ

る「さんじょう障がい者プラン2007」の第５章として、一体的に策定しました。

よって、今回の第２期障がい福祉計画の策定により、同プラン第５章の内容は、

本計画に置き換わることとなります。 

 

※ 以下、障がい福祉計画を「計画」と記します。 
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（２）計画の期間 

 

本計画は、福祉施設が新たなサービス体系への移行を完了する平成23年度を目

標年度として各種の数値目標を設定するもので、そこに至る前半の３年間（平成

18年度～平成20年度）を第１期の計画期間、後半の３年間（平成21年度～平成23

年度）を第２期の計画期間としています。 

 

（３）計画の基本理念 

 

本計画の策定に当たっては、障がい者の自立と社会参加を基本とする障害者基

本法の理念を踏まえつつ、次の点に配慮します。 

 

① 障がい者の自己決定と自己選択の尊重 

ノーマライゼーションの理念の下、障がいの種別や程度を問わず、障がい者が

自ら住みたい場所を選び、必要とする障がい福祉サービスやその他の支援を受け

ながら、その自立と社会参加を実現できるよう、障がい福祉サービスの提供体制

の整備を進めます。 

 

② 実施主体の統一と三障がいにかかる制度の一元化 

障がい福祉サービスの実施主体が市へ統一されたことや、障がい種別ごとに分

かれていた制度の一元化を踏まえ、より地域の実態把握に努め、社会資源を有効

に活用しながら、立ち後れている精神障がい者などに対するサービスをはじめと

する障がい福祉サービスの充実を図ります。 

 

③ 地域生活移行や就労支援などの課題に対応したサービス提供体制の整備 

障がい者の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった新たな

課題に対応したサービス提供体制を整えるとともに、障がい者などの生活を地域

全体で支えるシステムを実現するため、地域の社会資源を十分に活用し、その支

援体制の整備を進めます。 
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（４）計画策定の基本方針（第２期） 

 

本計画は、福祉施設が新たなサービス体系への移行を完了する平成23年度を目

標年度として各種の数値目標を設定するものです。したがって、第２期計画の策

定に当たっては、計画的な整備等を図るという観点から、基本的に第１期計画の

内容を踏襲しつつ、新たなサービス体系での事業の定着や新たな課題への対応を

図っていく内容とする必要があります。また、国が定める基本指針を踏まえ、次

の点を基本方針として第２期計画を策定します。 

 

１）県・市町村の協働による圏域単位のサービス基盤整備の促進 

障がい福祉サービスの基盤整備を着実に行うため、県が圏域単位を標準として

県計画を策定する地域においては、その関連する内容を圏域の市町村計画に反映

し、県と市町村が協働して、障がい福祉サービスの基盤整備などの取組を進めて

いく必要があります。 

 

２）相談支援体制の充実・強化 

障がい者が地域において自立した日常生活、社会生活を営むためには、障がい

福祉サービスの利用などをコーディネートする相談支援体制の構築が不可欠で

す。 

このため、相談支援をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくり

に関し、中核的な役割を果たす「地域自立支援協議会」の在り方を市計画に明確

に位置付け、その機能を充実させていく必要があります。 

 

３）一般就労への移行支援の強化 

福祉施設における障がい者の仕事の確保について、国の重点施策５か年計画や

地方自治法施行令の改正により、官公需にかかる福祉施設の受注機会の拡大が求

められていることから、市計画においても、官公需にかかる福祉施設の受注機会

の拡大について記載し、一般就労に対する取組を一層推進する必要があります。 

 

４）障がい者のニーズ等の把握の強化 

計画を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、障がい者

のニーズをはじめ、事業者、雇用、教育などの幅広い分野の関係者の意見を十分
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に把握し、計画に反映させていく必要があります。 

（５）障がい者のニーズ等の把握の方法 

 

第２期計画の策定に当たっては、第１期計画の策定時に実施した障がい者を対

象としたアンケート調査の結果をベースに、事業者、雇用、教育などの関係者や

新規サービス利用者からの聞き取り、県との意見交換、地域自立支援協議会の活

用などを行い、障がい者のニーズや幅広い分野の関係者の意見の反映に努めまし

た。 

また、更に広く、市民の意見を反映するため、第２期計画を対象としたパブリ

ックコメントを実施しました。 

 

※ 「パブリックコメント」とは、広く市民に関連する計画、条例、新規施設の建

設などの案を公表し、それに対する市民や関係者から意見を求め、それらを考慮
して市の意思決定を行うことで、市民と協働の行政を進めていくことを目指すも
のです。 

 

（６）計画の見直しについて 

 

   本計画は、最終年度である平成23年度中に見直しを行い、平成24年度からの次

期計画を策定します。 

   また、本計画の期間中に法令等の改正が行われた場合等においても、必要に応

じ見直しを行うこととします。 
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２．障がい福祉計画の目標 

 

（１）基本目標 

 

本計画は、障害者自立支援法に基づく新制度で必要とされる障がい福祉サービ

スの見込量やそのサービスを提供するための基盤整備の方策を具体的に示すも

のですが、次の基本目標を踏まえて数値などを設定し、計画的な整備を図ります。 

 

 

基本目標１ 

 

○ 障がい者のニーズに応じ、サービス提供体制の整備等を進め、障がい者の日

常生活や社会生活を支援します。 

 

○ 地域の社会資源を有効に活用しながら、訪問系サービスなどの充実を図り、

障がいの種別を問わず、サービスの利用を促進します。 

 

○ 事業者が円滑に新しいサービス体系へ移行できるよう支援を行いながら、日

中活動系サービスの整備を進めます。 

 

○ 移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援などのサービスを充実し、

障がい者の社会参加を促進します。 

 

基本目標１ 

 

○ 県や県央圏域の市町村と連携しながら、サービス提供体制の整備等を進め、

施設入所・入院からの地域生活への移行を推進します。 

 

○ 居住の場としてグループホームやケアホームの整備を促進し、地域での居住

の場の確保に努めます。 

基本目標１  ニーズに応じ、サービス提供体制の整備を進めます 

基本目標２  施設入所・入院からの地域生活への移行を推進します 
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○ 訪問系サービスや日中活動系サービスなどを充実し、障がい者の地域生活を

支援します。 

 

基本目標１ 

 

○ 国や県の労働担当部署と連携しながら、サービス提供体制の整備等を進め、

福祉的就労から一般就労への移行を推進します。 

 

○ 就労を支援するサービスなどの整備を図り、障がい者の一般就労への移行を

促進します。 

 

○ 一般就労を継続できるように、訪問系サービスなどを充実し、障がい者の日

常生活面を支援します。 

 

○ 福祉施設における障がい者の仕事の確保を図るため、官公需にかかる福祉施

設の受注機会の拡大に努めます。 

 

基本目標１ 

 

○ 相談支援体制の充実・強化を図り、障がい者のサービス利用などを支援しま

す。 

 

○ 地域の実情に応じ、効果的な相談支援体制を構築するため、「地域自立支援

協議会」の機能の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３  福祉的就労から一般就労への移行を推進します 

基本目標４  相談支援体制を充実・強化します 
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（２）数値目標 

 

障がい者の自立支援に向け、地域生活への移行や就労支援などの新たな課題に

対応するため、現行の福祉施設が新たなサービス体系への移行を完了する平成23

年度を目標年度として、次の数値目標を設定します。 

 

１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

① 目標値の設定 

平成23年度を目標年度として、第１期計画時点（平成17年10月１日時点をい

います。以下同じです。）の施設入所者数の１割以上が地域生活へ移行するこ

とと、平成23年度末の施設入所者数を第１期計画時点から７％以上削減するこ

との２つの数値目標を設定します。 

 

項 目 数 値 備 考 

基準となる数値 第１期計画時点の施設入所者数（Ａ） 94人  

目標値 

地域生活移行者数（Ｂ） 

10人  

10.6％ （Ｂ）／（Ａ） 

施設入所者削減数（Ｃ） 

７人  

7.4％ （Ｃ）／（Ａ） 

（Ａ）－（Ｃ）＝（Ｄ） 87人  

児童施設からの移行者数（Ｅ） ８人  

平成23年度末入所者数（Ｄ）＋（Ｅ） 95人  

 

※ 児童施設の新体系移行により平成23年度までに８人の増加が見込まれ、その

数値を加えると95人になり、結果として１人の増加となります。 

 



 8 

② 進捗状況（現在の実績値） 

    目標値に対する平成20年12月末時点の実績値は、次のとおりです。 

 

                                【平成20年12月末時点】 

目 標 目標年度 目標値 実績値 

第１期計画時点の施設入所者数の１割以

上が地域生活へ移行すること 
平成 23年度 

10人 

（10.6％） 
５人 

平成23年度末の施設入所者数を第１期計

画時点から７％以上削減すること 
平成 23年度 

７人 

（7.4％） 
△８人 

 

 

③ 今後の取組方針 

  ○ 県や県央圏域の市町村と連携しながら、福祉施設入所者の地域生活への移行

を進めていきます。 

 

  ○ 県央圏域相談支援事業部会などを通じ、地域移行に関する情報交換を行い、

市が行う取組への反映に努めます。 

 

  ○ 地域生活への移行を進める観点から、新規入所者に対する考え方を明確にし、

市の相談支援担当や相談支援事業者を中心にその共有を図ります。 

 

  ○ 相談支援事業者によるサービス利用計画作成の制度を活用し、退所後もさま

ざまな支援を継続して受けられるように、相談支援体制の充実を図ります。 

 

  ○ 居住の場としてグループホームやケアホームの整備を促進するとともに、在

宅生活を支える居宅介護や生活介護などのサービスの充実を図ります。 

 

  ※ 「県央圏域相談支援事業部会」は、新潟県自立支援協議会の下部組織です。 

 

 

 

 



 9 

２）入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

① 目標値の設定 

平成23年度を目標年度として、平成23年度末までの退院可能精神障がい者数

の減少目標値を設定します。この減少目標値は、平成18年度に県により実施さ

れた調査結果と地域の受入れ体制を踏まえ、市が定めたものです。 

 

項 目 数 値 備 考 

基準となる数値 
第１期計画時点の 

退院可能精神障がい者数 
36人  

目標値 退院可能精神障がい者の減少数 11人  

 

※ 「退院可能精神障がい者」とは、平成24年度までに受入れ条件が整えば退院

可能な精神障がい者をいいます。 

 

 

② 進捗状況（現在の実績値） 

    目標値に対する平成20年12月末時点の実績値は、次のとおりです。 

 

                                【平成20年12月末時点】 

目 標 目標年度 目標値 実績値 

平成23年度末までの退院可能精神障がい者

数の減少目標値 
平成 23年度 11人 ２人 
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③ 今後の取組方針 

  ○ 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を実施する県と連携しながら、退

院可能精神障がい者の地域生活への移行を進めていきます。 

 

  ○ 県央圏域精神障害者退院促進支援部会などを通じ、地域移行に関する情報交

換を行い、市が行う取組への反映に努めます。 

 

  ○ 相談支援事業者によるサービス利用計画作成の制度を活用し、退院後もさま

ざまな支援を継続して受けられるように、相談支援体制の充実を図ります。 

 

  ○ 居住の場としてグループホームやケアホームの整備を促進するとともに、在

宅生活を支える居宅介護や自立訓練（生活訓練）などのサービスの充実を図り

ます。 

 

  ※ 「県央圏域精神障害者退院促進支援部会」は、新潟県自立支援協議会の下部

組織です。 

 

 

３）福祉施設から一般就労への移行等 

① 目標値の設定 

平成23年度を目標年度として、第１期計画時点の一般就労への移行実績の２

倍以上とする数値目標（年度単位）を設定します。 

 

項 目 数 値 備 考 

基準となる数値 
第１期計画時点の 

年間一般就労移行者数（Ａ） 
 ４人  

目標値 
目標年度の年間一般就労 

移行者数（Ｂ） 

 ８人  

2.0倍 （Ｂ）／（Ａ） 
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② 進捗状況（現在の実績値） 

    目標値に対する平成19年度の実績値は、次のとおりです。 

 

                                    【平成19年度】 

目 標 目標年度 目標値 実績値 

第１期計画時点の一般就労への移行実績の

２倍以上とすること（年度単位） 
平成 23年度 

8人 

（2.0倍） 
５人 

 

 

③ 今後の取組方針 

○ 「ハローワーク」、「障害者就業・生活支援センター」等と連携しながら、障

がい者の一般就労への移行を進めていきます。 

 

○ 関係機関連絡会議などを通じ、就労移行に関する情報交換を行い、市が行う

取組への反映に努めます。 

 

○ 障がい者の就労移行への意欲を高めるため、就労移行支援などのサービスの

整備を促進するとともに、一般就労後もその就労を継続できるように、日常生

活の面を支える相談支援事業や居宅介護などのサービスの充実を図ります。 

 

○ 福祉施設における障がい者の仕事を確保する観点から、官公需にかかる福祉

施設の受注機会の拡大を図るため、庁内の各部署に対しその働きかけを行いま

す。 
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３．サービス提供体制の整備 

 

（１）障がい福祉サービス 

 

障がい福祉サービスは、個々の障がいのある方々の障がい程度や勘案すべき事

項（社会活動や介護者、居住などの状況）を踏まえ、個別に支給決定が行われる

サービスです。また、介護や訓練等の支援を内容とする14種類のサービスがあり、

訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスの３つに分類されます。 

 

１）訪問系サービス 

① 第１期の見込量と実績量                【１か月当たり】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H18 H19 ※H20 

居宅介護（ホームヘルプ） 
見込量 時間分 1,140 1,256 1,361 

実績量 時間分 1,059 1,061 1,460 

行動援護 
見込量 時間分 12 12 17 

実績量 時間分 6 6 6 

重度訪問介護 
見込量 時間分 0 0 240 

実績量 時間分 0 0 0 

重度障がい者等包括支援 
見込量 時間分 0 0 180 

実績量 時間分 0 0 0 

 

※ 各サービスの事業内容については、本計画の最後に掲載した「資料編」をご

覧ください。以下同じです。 

 

※ 単位の「時間分」とは、利用時間をいいます。以下同じです。 

 

※ 平成20年度の実績量は、平成20年12月末時点の推計値です。以下同じです。 

 

 



 13 

○ 居宅介護の実績量は、平成18年度、平成19年度においては見込量の範囲内で

安定して推移しましたが、平成20年度においては見込量を上回りました。その

要因として、重度の障がい者を中心に利用のニーズが高まったことや相談支援

事業の普及などによる利用量の増加が考えられます。 

 

○ 行動援護の実績量は、見込量の範囲内で安定して推移しました。また、その

他のサービスについては、利用がありませんでした。 

 

② 見込量の設定                     【１か月当たり】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

居宅介護（ホームヘルプ） 
時間分 1,560 1,660 1,760 

人分 120 128 135 

行動援護 
時間分 7 7 7 

人分 1 1 1 

重度訪問介護 
時間分 0 0 360 

人分 0 0 3 

重度障がい者等包括支援 
時間分 0  0  180 

人分 0 0  1  

 

 第２期の見込量の設定に当たっては、今後、福祉施設入所者、退院可能精神

障がい者の地域生活への移行や相談支援事業の普及などによる利用量の増加

が見込まれることから、直近の実績量を目安に補正を行い、それを増やしてい

く方向で設定します。 

 

※ 単位の「人分」とは、利用者数をいいます。以下同じです。 

 

③ サービス確保の方策 

○ 障がいの種別を問わず、障がい者の日常生活や通院などの外出を支えるため

に必要な訪問系サービスを充実させます。 

 

○ 障がい者本人やその家族の利用のニーズを把握し、適切なサービスを提供で

きるよう努めます。 
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○ サービス提供事業者に対し、専門的人材の確保やその質的向上を働きかけま

す。 

 

２）日中活動系サービス 

① 第１期の見込量と実績量                【１か月当たり】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H18 H19 H20 

生活介護 
見込量 人日分 352 880 1,628 

実績量 人日分 93 157 325 

自立訓練（機能訓練） 
見込量 人日分 22 22 44 

実績量 人日分 0 0 0 

自立訓練（生活訓練） 
見込量 人日分 0 154 264 

実績量 人日分 0 99 120 

就労移行支援 
見込量 人日分 0 374 660 

実績量 人日分 0 243 316 

就労継続支援（Ａ型） 
見込量 人日分 0 0 0 

実績量 人日分 0 0 288 

就労継続支援（Ｂ型） 
見込量 人日分 0 220 1,078 

実績量 人日分 0 217 256 

療養介護 
見込量 人分 5 12 13 

実績量 人分 5 3 5 

児童デイサービス 
見込量 人日分 140 140 140 

実績量 人日分 112 138 137 

短期入所（ショートステイ） 
見込 人日分 354 374 395 

実績 人日分 263 221 246 

 

※ 単位の「人日分」とは、延利用者数をいいます。以下同じです。 

 

○ 就労継続支援（Ａ型）を除き、全体として実績量が見込量の範囲内で推移し

ました。 

 

○ 就労継続支援（Ａ型）の平成20年度における実績量が見込量を大きく上回り

ましたが、新しいサービス体系への移行（以下「新体系移行」と記します。）

における福祉施設のサービス種別（予定）の変更によるものです。 
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○ 生活介護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、

就労継続支援（Ｂ型）については、各年度の実績量の比較により新体系への移

状況が確認できます。 

 

○ 生活介護について、新体系移行における福祉施設の移行時期（予定）の変更

などにより、見込量と実績量に大きな差が生じています。 

 

○ 短期入所の実績量について、平成19年度が前年度を下回っていますが、障害

者自立支援法の施行によるサービス体系の見直しにより、平成18年度の途中

（10月１日）から旧短期入所の日帰りサービスが日中一時支援事業として再編、

実施されたことが１つの要因として考えられます。 

 

② 見込量の設定                     【１か月当たり】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

生活介護 
人日分 680 1,660 2,610 

人分 43 93 141 

自立訓練（機能訓練） 
人日分 10 10 10 

人分 1 1 1 

自立訓練（生活訓練） 
人日分 700 880 1,240 

人分 35 44 62 

就労移行支援 
人日分 420 600 1,040 

人分 21 30 52 

就労継続支援（Ａ型） 
人日分 400 400 520 

人分 20 20 26 

就労継続支援（Ｂ型） 
人日分 1,480 2,420 2,460 

人分 74 121 123 

療養介護 人分 22  23  24  

児童デイサービス 
人日分 160  160  160  

人分 60  60  60  

短期入所（ショートステイ） 
人日分 250  280  310  

人分 30  33  36  
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○ 第２期の見込量の設定に当たっては、今後、福祉施設入所者、退院可能精神

障がい者の地域生活への移行や相談支援事業の普及などによる利用量の増加

が見込まれます。 

 

○ また、特別支援学校（高等部）卒業後の進路先として、毎年、新たな利用が

見込まれることから、直近の実績量を目安に補正を行い、それを増やしていく

方向で設定します。 

 

③ サービス確保の方策 

○ 障がい者が日中、創作活動や自立訓練、就労訓練等を行う場を充実させます。 

 

○ 利用者のニーズを把握し、適切なサービスを提供できるよう努めます。 

 

○ 既存施設の新体系サービスへの円滑な移行を進めるため、事業者と十分な調

整を行います。 

 

○ 就労を支援するサービスについては、支援体制の充実・強化を図るため、関

係機関と十分な連携を行います。 

 

３）居住系サービス 

① 第１期の見込量と実績量                【１か月当たり】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H18 H19 H20 

共同生活援助（グループホーム） 
見込量 人分 12 14 17 

実績量 人分 15 15 16 

共同生活介護（ケアホーム） 
見込量 人分 8 10 16 

実績量 人分 7 7 9 

施設入所支援 
見込量 人分 3 3 29 

実績量 人分 3 3 4 

 

○ 平成18年度、平成19年度の実績量は、概ね見込みどおり安定して推移しまし

た。 
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○ 共同生活介護、施設入所支援の平成20年度における見込量と実績量に差が生

じていますが、新体系移行における福祉施設の移行時期（予定）の変更による

ものです。 

 

② 見込量の設定                     【１か月当たり】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

共同生活援助（グループホーム） 人分 20  39  56  

共同生活介護（ケアホーム） 人分 9  18  36  

施設入所支援 人分 13  49  94  

 

 第２期の見込量の設定に当たっては、今後、福祉施設入所者、退院可能精神

障がい者の地域生活への移行や相談支援事業の普及などによる利用量の増加

が見込まれることから、直近の実績量を目安に補正を行い、それを増やしてい

く方向で設定します。 

 

③ サービス確保の方策 

○ 地域での居住の場として、グループホーム、ケアホームの充実を図るととも

に、日中活動系サービスの自立訓練などを充実させることで、施設入所や入院

からの地域生活への移行を進めます。 

 

○ 入所施設での支援を必要とする方のニーズに応えることができるよう、施設

の確保に努めます。 

 

○ 障がいの程度や社会適応能力などで、生活スタイルを選択できるようグルー

プホームやケアホームの基盤整備に努めるとともに、障がいに対する地域住民

の理解を促します。 

 

○ 広域的連携を進め、入所施設での支援を必要とする方のニーズに量的・質的

に対応できる体制の整備に努めます。 
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４）相談支援（サービス利用計画作成） 

① 第１期の見込量と実績量                【１か月当たり】 

サービスの種類 単 位 
年 度 

H18 H19 H20 

サービス利用計画作成 
見込量 人分 24 29 39 

実績量 人分 0 0 1 

 

 ほとんど利用がなく、見込量と実績量に大きな差が生じていますが、サービ

ス利用の対象要件が限定されていることや相談支援事業の普及の遅れなどが

要因として考えられます。 

 

② 見込量の設定                     【１か月当たり】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

サービス利用計画作成 人分 8  8  16  

 

 第２期の見込量の設定に当たっては、今後、福祉施設入所者、退院可能精神

障がい者の地域生活への移行や相談支援事業の普及などによる利用量の増加

が見込まれることから、直近の実績量を目安に補正を行い、それを増やしてい

く方向で設定します。 

 

③ サービス確保の方策 

サービス利用計画作成を円滑に実施するため、相談支援事業者と地域の情報

を共有するなど十分な連携を図ります。 
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（２）地域生活支援事業 

 

地域生活支援事業は、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて

柔軟に実施できる事業です。また、日常生活や社会参加に関する支援を内容とす

るさまざまなサービスがあり、法により実施が定められている必須サービスと市

町村が自主的に実施する任意サービスの２つに分類されます。 

 

１）必須サービス 

① 第１期の見込量と実績量                      【年間】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H18 H19 H20 

相
談
支
援
事
業 

相談支

援事業 

障がい者相談支援

事業 

見込量 箇所 1 5 5 

実績量 箇所 1 5 5 

地域自立支援協議

会 

見込量 箇所 1 1 1 

実績量 箇所 0 1 1 

市町村相談支援事業機能強化

事業 

見込量 箇所 0 1 1 

実績量 箇所 0 0 0 

住居入居等支援事業 
見込量 箇所 0 0 0 

実績量 箇所 0 0 0 

成年後見制度利用支援事業 
見込量 箇所 1 1 1 

実績量 箇所 1 1 1 

コミュニケーション支援事業 
見込量 人分 20 20 20 

実績量 人分 14 19 15 

 

（この表は次ページに続きます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

                                【年間】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H18 H19 H20 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護訓練支援用具 
見込量 件 7 7 7 

実績量 件 7 8 3 

自立生活支援用具 
見込量 件 13 13 13 

実績量 件 15 12 5 

在宅療養等支援用具 
見込量 件 11 11 11 

実績量 件 10 7 17 

情報・意思疎通支援用具 
見込量 件 21 21 21 

実績量 件 18 18 9 

排せつ管理支援用具 

見込量 
人分 151 156 161 

件 1,628 1,679 1,731 

実績量 
人分 173 183 187 

件 1,638 1,716 1,736 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 

見込量 件 2 2 2 

実績量 件 5 4 2 

移動支援事業 

見込量 

箇所 4 4 4 

人分 32 34 35 

延時間 1,639 1,721 1,807 

実績量 

箇所 4 4 6 

人分 24 36 50 

延時間 488 2,043 3,115 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

基礎的事業（自市町村） 

見込量 
箇所 0 1 3 

人分 0 10 30 

実績量 
箇所 0 1 0 

人分 0 7 0 

機能強化事業（自市町村） 

見込量 
箇所 0 5 3 

人分 0 90 51 

実績量 
箇所 0 5 5 

人分 0 111 122 

 

※ 単位の「箇所」とは、箇所数をいいます。また、単位の「件」とは、利用件

数をいいます。 
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○ 移動支援事業の平成19年度、平成20年度における実績量が見込量を大きく上

回っていますが、相談支援事業の普及や障がい児を中心に利用のニーズが高ま

ったことなどによる利用量の増加が要因として考えられます。 

 

○ 移動支援事業の実績量について、平成19年度が前年度を大きく上回っていま

すが、障害者自立支援法の施行によるサービス体系の見直しにより、平成18年

度の途中（10月１日）から旧居宅介護の外出介護サービスが移動支援事業とし

て再編、実施されたことが１つの要因として考えられます。 

 

○ 地域活動支援センターについて、基礎的事業の平成20年度における実績量が

見込量を大きく下回っていますが、新体系移行における福祉施設の移行時期

（予定）の変更や機能強化事業への変更などによるものです。 

 

○ 地域活動支援センター（機能強化事業）の平成19年度、平成20年度における

実績量が見込量を上回っていますが、相談支援事業の普及や障がい児を中心に

利用のニーズが高まったことなどによる利用量の増加が要因として考えられ

ます。 

 

  ○ その他のサービスについては、比較的安定して推移しました。 
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② 見込量の設定                            【年間】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

相
談
支
援
事
業 

相談支

援事業 

障がい者相談支援事業 箇所 5  5  5  

地域自立支援協議会 箇所 1  1  1  

市町村相談支援機能強化事業 箇所 1 1  1  

住宅入居等支援事業 箇所 0  0 0 

成年後見制度利用支援事業 箇所 1  1  1  

コミュニケー

ション支援事

業 

手話通訳者設置事業 

（設置者数） 
人 1 1 1 

手話通訳者派遣事業 人分 20 20 20 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護訓練支援用具 件 7 7 7 

自立生活支援用具 件 13 13 13 

在宅療養等支援用具 件 17 17 17 

情報・意思疎通支援用具 件 17 17 17 

排せつ管理支援用具 件 1,754 1,778 1,794 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
件 4 4 4 

移動支援事業 

箇所 8 8 9 

人分 55 60 65 

延時間 3,300 3,450 3,600 

 

（この表は次ページに続きます。） 
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                                【年間】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

基礎的事業（自市町村） 
箇所 1 1 1 

人分 10 10 10 

基礎的事業（他市町村） 
箇所 0 0 0 

人分 0 0 0 

機能強化事業（自市町村） 
箇所 4 5 5 

人分 110 138 138 

機能強化事業（他市町村） 
箇所 2 2 2 

人分 3 3 3 

 

○ 第２期の見込量の設定に当たっては、移動支援事業、地域活動支援センター

事業については、今後、福祉施設入所者、退院可能精神障がい者の地域生活へ

の移行、相談支援事業の普及、障がい児を中心に利用のニーズが高まっている

ことなどによる利用量の増加が見込まれることから、直近の実績量を目安に補

正を行い、それを増やしていく方向で設定します。 

 

○ また、その他のサービスについては、直近の実績量を目安に補正を行い、そ

れを維持していく方向で設定します。 
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③ サービス確保の方策 

サービスの種類 サービス確保の方策 

相談支援事業 

■障がい者が身近な場所で気軽に相談ができるよう

窓口配置、窓口対応を充実し、相談者の利便を確保

します。 

■相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に

関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果た

す協議の場として設置される「地域自立支援協議

会」の機能を活用することにより、相談支援体制の

強化を図ります。 

コミュニケーション支援事業 
■手話通訳者の派遣を委託により実施するととも

に、市役所福祉課に手話通訳者を配置します。 

日常生活用具給付等事業 
■障がい者のニーズの把握に努め、適切な用具の給

付・貸与に努めます。 

地域活動支援センター事業 

■ニーズを踏まえ、十分なサービス提供ができるよ

う、事業者と連携しながら、サービス提供体制の確

保に努めます。 
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２）任意サービス 

① 第１期の見込量と実績量                      【年間】 

サービスの種類 単 位 
年 度 

H18 H19 H20 

福祉ホーム事業 

見込量 
箇所 1 1 1 

人分 4 4 4 

実績量 
箇所 1 1 1 

人分 4 3 3 

訪問入浴サービス事業 

見込量 
箇所 1 1 1 

人分 7 7 8 

実績量 
箇所 1 1 1 

人分 6 8 8 

ボランティア活動支援事業 
見込量 回 7 9 9 

実績量 回 7 9 9 

スポーツ・レクリエーション教室開

催等事業 

見込量 人分 250 260 270 

実績量 人分 100 150 108 

声の広報等発行事業 
見込量 人分 21 22 23 

実績量 人分 20 20 18 

自動車運転免許取得・改造助成事業 
見込量 件 6 6 6 

実績量 件 6 11  7 

経過的デイサービス事業 
見込量 人日分 246 － － 

実績量 人日分 128 － － 

日中一時支援事業 
見込量 人日分 1,592 1,756 1,936 

実績量 人日分 415 2,478 3,328 

 

○ 日中一時支援事業の平成19年度、平成20年度における実績量が見込量を大き

く上回っていますが、相談支援事業の普及や障がい児を中心に利用のニーズが

高まったことなどによる利用量の増加が要因として考えられます。 

 

○ 日中一時支援事業の実績量について、平成19年度が前年度を大きく上回って

いますが、障害者自立支援法の施行によるサービス体系の見直しにより、平成

18年度の途中（10月１日）から旧短期入所の日帰りサービスが日中一時支援事

業として再編、実施されたことが１つの要因として考えられます。 
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  ○ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業の実績量は、比較的安定して推

移しましたが、見込量を大きく下回りました。また、その他のサービスについ

ては、比較的安定して推移しました。 

 

② 見込量の設定                            【年間】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

福祉ホーム事業 
箇所 1 1 1 

人分 4 4 4 

訪問入浴サービス事業 
箇所 1 1 1 

人分 9 9 10 

ボランティア活動支援事業 回 9 9 9 

スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 人分 150 150 150 

声の広報等発行事業 人分 24 25 26 

手話奉仕員養成研修事業（登録者数） 人 16 17 18 

自動車運転免許取得・改造助成事業 件 8 8 8 

日中一時支援事業 人日分 3,494 3,669 3,852 

 

○ 第２期の見込量の設定に当たっては、日中一時支援事業については、今後、

福祉施設入所者、退院可能精神障がい者の地域生活への移行、相談支援事業の

普及、障がい児を中心に利用のニーズが高まっていることなどによる利用量の

増加が見込まれることから、直近の実績量を目安に補正を行い、それを増やし

ていく方向で設定します。 

 

○ また、その他のサービスについては、直近の実績量を目安に補正を行い、そ

れを維持していく方向で設定します。 
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③ サービス確保の方策 

サービスの種類 サービス確保の方策 

福祉ホーム事業 

■施設の移行計画を見据えながら、事業の実施主体で

ある新潟県と連携を十分にとり、現在のサービス提

供体制の維持に努めます。 

訪問入浴サービス事業 
■当市のこれまでの取組を継続させ、ニーズに対応し

ます。 

ボランティア活動支援事業 

■精神保健福祉ボランティア講座、精神保健福祉ボラ

ンティア研修会を引き続き実施するとともに、講座

修了者が集う機会を提供し、ボランティアの育成を

行います。 

スポーツ・レクリエーション教室

開催等事業 

■スポーツ教室やスポーツ大会を委託により開催し、

障がい者スポーツを推進します。 

声の広報等発行事業 
■当市のこれまでの取組を継続させ、ニーズに対応し

ます。 

手話奉仕員養成研修事業 
■手話通訳養成講座を委託により開催し、奉仕員の養

成に努めます。 

自動車運転免許取得・改造助成事

業 

■当市のこれまでの取組を継続させ、ニーズに対応

します。 

日中一時支援事業 

■ニーズを踏まえ、十分なサービス提供ができるよ

う、事業者と連携しながら、サービスの確保に努め

ます。 
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（３）地域自立支援協議会とその在り方 

 

障がい者が地域において自立した日常生活、社会生活を営むためには、障がい

福祉サービスの利用などをコーディネートする相談支援体制の構築が不可欠で

す。このため、相談支援をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづく

りに関し、中核的な役割を果たす「地域自立支援協議会」の機能を充実させてい

く必要があります。 

 

１）地域自立支援協議会の位置付け 

○ 障害者自立支援法第77条第１項に、市町村が実施する相談支援事業について定

められ、相談支援事業として実施すべき便宜の供与については、同法施行規則第

65条の10に「地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に

関する協議を行うための会議の設置」が定められています。 

 

○ また、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活

支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な

実施を確保するための基本的な指針」において、相談支援体制の構築を図るとと

もに、相談支援事業を効果的に運営するため、「地域自立支援協議会」の設置を

求めています。 

 

２）三条市地域自立支援協議会の位置付け 

当市の場合、三条市地域自立支援協議会設置要綱において、１）で記載した位

置付けに加え、「三条市地域自立支援協議会」を障害者基本法に基づく地方障害

者施策推進協議会として、位置付けています。地方障害者施策推進協議会は、市

長の諮問等に応じて障がい者計画や障がい者施策などの調査審議を行います。 

 

３）三条市地域自立支援協議会の目的 

三条市に居住する障がい者や障がい児が地域で安心して生活できるよう支援

し、自立と社会参加を図るため、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉

に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として設置され

ています。 
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４）三条市地域自立支援協議会の役割 

次のことについて協議を行います。 

・ 委託相談支援事業者の運営評価等に関すること 

・ 困難事例への対応の在り方に関する協議及び調整に関すること 

・ 地域の社会資源の開発及び改善に関すること 

・ 相談支援事業機能強化事業及び県相談支援体制整備事業の活用に関すること 

・ 三条市障がい者計画及び障がい福祉計画の評価及び見直しに関すること 

・ その他地域の障がい福祉に関して必要な事項 

 

５）三条市地域自立支援協議会の委員構成 

次に掲げる方の中から15人以内の委員で構成されます。 

・ 学識経験者 

・ 相談支援事業者・障がい福祉サービス事業者 

・ 保健・教育・雇用機関の関係者 

・ 障がい福祉関係団体 
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４．サービス見込量（再掲） 

 

（１）障がい福祉サービス 

                                   【１か月当たり】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護（ホームヘルプ） 
時間分 1,560 1,660 1,760 

人分 120 128 135 

行動援護 
時間分 7 7 7 

人分 1 1 1 

重度訪問介護 
時間分 0 0 360 

人分 0 0 3 

重度障がい者等包括支援 
時間分 0  0  180 

人分 0 0  1  

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護 
人日分 680 1,660 2,610 

人分 43 93 141 

自立訓練（機能訓練） 
人日分 10 10 10 

人分 1 1 1 

自立訓練（生活訓練） 
人日分 700 880 1,240 

人分 35 44 62 

就労移行支援 
人日分 420 600 1,040 

人分 21 30 52 

就労継続支援（Ａ型） 
人日分 400 400 520 

人分 20 20 26 

就労継続支援（Ｂ型） 
人日分 1,480 2,420 2,460 

人分 74 121 123 

 

（この表は次ページに続きます。） 
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                                    【１か月当たり】 

サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

療養介護 人分 22  23  24  

児童デイサービス 
人日分 160  160  160  

人分 60  60  60  

短期入所（ショートステイ） 
人日分 250  280  310  

人分 30  33  36  

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

共同生活援助（グループホーム） 人分 20  39  56  

共同生活介護（ケアホーム） 人分 9  18  36  

施設入所支援 人分 13  49  94  

相談支援（サービス利用計画作成） 人分 8  8  16  

 

※  単位：時間分…………利用時間    人分……………利用者数 

人日分…………延利用者数 
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（２）地域生活支援事業 

１）必須サービス                              【年間】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

相
談
支
援
事
業 

相談支

援事業 

障がい者相談支援事業 箇所 5  5  5  

地域自立支援協議会 箇所 1  1  1  

市町村相談支援機能強化事業 箇所 1 1  1  

住宅入居等支援事業 箇所 0  0 0 

成年後見制度利用支援事業 箇所 1  1  1  

コミュニケー

ション支援事

業 

手話通訳者設置事業 

（設置者数） 
人 1 1 1 

手話通訳者派遣事業 人分 20 20 20 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護訓練支援用具 件 7 7 7 

自立生活支援用具 件 13 13 13 

在宅療養等支援用具 件 17 17 17 

情報・意思疎通支援用具 件 17 17 17 

排せつ管理支援用具 件 1,754 1,778 1,794 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
件 4 4 4 

移動支援事業 

箇所 8 8 9 

人分 55 60 65 

延時間 3,300 3,450 3,600 

（この表は次ページに続きます。） 
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                                        【年間】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

基礎的事業（自市町村） 
箇所 1 1 1 

人分 10 10 10 

基礎的事業（他市町村） 
箇所 0 0 0 

人分 0 0 0 

機能強化事業（自市町村） 
箇所 4 5 5 

人分 110 138 138 

機能強化事業（他市町村） 
箇所 2 2 2 

人分 3 3 3 

 

２）任意サービス                              【年間】 

 サービスの種類 単 位 
年 度 

H21 H22 H23 

福祉ホーム事業 
箇所 1 1 1 

人分 4 4 4 

訪問入浴サービス事業 
箇所 1 1 1 

人分 9 9 10 

ボランティア活動支援事業 回 9 9 9 

スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 人分 150 150 150 

声の広報等発行事業 人分 24 25 26 

手話奉仕員養成研修事業（登録者数） 人 16 17 18 

自動車運転免許取得・改造助成事業 件 8 8 8 

日中一時支援事業 人日分 3,494 3,669 3,852 

 

※  単位：箇所……………箇所数     人分……………利用者数 

件………………利用件数    人日分…………延利用者数 
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（１） 障がい福祉サービス一覧 
 

１）訪問系サービス 

サービスの種類 事業の内容 

居宅介護（ホームヘルプ） 
■居宅での入浴、排せつ、食事、家事などの援助、通院の

介助等を提供します。 

行動援護 
■重度の知的・精神障がいによる著しい行動障がいのある

方に、見守りや危険回避の援護を提供します。 

重度訪問介護 

■重度の肢体不自由により、常時介護が必要な身体障がい

者に、長時間にわたる介護と移動介護を総合的に提供し

ます。 

重度障がい者等包括支援 

■常時介護を要する障がい者等で、その介護の必要性が著

しく高い方に対し、サービス利用計画に基づき複数のサ

ービスを包括的に提供します。 
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２）日中活動系サービス 

サービスの種類 事業の内容 

生活介護 

■常時介護を要する障がい者に、施設等で入浴や排せつ、

食事等の介護をしたり、創作的活動や生産活動の機会の

提供等を行います。 

自立訓練（機能訓練） 
■身体障がい者が自立した生活ができるよう、一定期間、

身体機能の向上のために必要な訓練等を行います。 

自立訓練（生活訓練） 

■知的障がい者や精神障がい者が自立した生活ができるよ

う、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練等を

行います。 

就労移行支援 

■就労を希望する障がい者に、一定期間、生産活動やその

他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能

力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援（Ａ型） 

■通常の事業所で雇用されることが困難な障がい者に、雇

用を伴う就労の機会を提供するとともに、生産活動その

他の活動の機会の提供を通じて、その知識や能力の向上

のための訓練を行います。 

就労継続支援（Ｂ型） 

■通常の事業所で雇用されることが困難な障がい者に、雇

用を伴わない就労の機会を提供するとともに、生産活動

その他の活動の機会の提供を通じて、その知識や能力の

向上のための訓練を行います。 

療養介護 
■医療を要する障がい者で常時介護の必要な方に、病院等

で、機能訓練や療養上の管理、看護、介護等を行います。 

児童デイサービス 
■発達に遅れがある児童に対し、日常生活での基本的な動

作の指導、集団生活への適応訓練などの援助を行います。 

短期入所（ショートステイ） 
■介護者の病気などによって短期間の入所が必要な方に、

施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 
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３）居住系サービス 

サービスの種類 事業の内容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

■共同生活を営むのに支障のない知的障がい者又は精神障

がい者に対し、主に夜間において、共同生活を行う住居

で相談や食事提供等の支援を行います。 

共同生活介護 

（ケアホーム） 

■介護を要する知的障がい者又は精神障がい者に対し、主

に夜間において、共同生活を行う住居で入浴、排せつ又

は食事の介護等を行います。 

施設入所支援 
■施設に入所する障がい者に対し、主に夜間において、入

浴、排せつ又は食事の介護等を行います。 

 

４）相談支援（サービス利用計画作成） 

サービスの種類 事業の内容 

相談支援 

（サービス利用計画作成） 

■障がい福祉サービスの利用が必要な方で、サービスの利

用に関する調整が困難な障がい者などの相談を受け、サ

ービス利用計画の作成や、関係機関との調整を行います。 
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（２） 地域生活支援事業一覧 

 

１）必須サービス 

サービスの種類 事業の内容 

相
談
支
援
事
業 

障がい者相談支援

事業 

■障がい者やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供、

助言をはじめ、障がい福祉サービス等の利用支援、関係

機関との連絡調整、障がい者の権利擁護のために必要な

援助などを行います。 

地域自立支援協議

会 

■相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関する

システムづくりに関し、中核的役割を果たす協議の場で

あり、委託相談支援事業者の運営評価、困難事例の対応

の在り方に関する協議及び調整などを行います。 

市町村相談支援機

能強化事業 

■市町村の相談支援事業の機能を強化するため、一般的な

相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有す

る専門的職員を配置します。 

住宅入居等支援事

業 

■賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要

な障がい者に対して、相談・助言、入居後の緊急時の対

応等各種支援を行います。 

成年後見制度利用

支援事業 

■知的障がい者や精神障がい者のうち判断能力が不十分な

方について、障がい者福祉サービスの利用契約の締結な

どが適切に行われるようにするため、成年後見制度の利

用を促進します。 

コミュニケーション支援事

業 

■手話通訳者の派遣等により、聴覚、音声・言語機能障が

いのため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他

の方との意思疎通を仲介します。 

日常生活用具給付等事業 

■重度障がい者の日常生活上の便宜を図るため、介護訓練

支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情

報・意思疎通支援用具、排せつ管理支援用具、居宅生活

動作補助用具を給付又は貸与します。 

地域活動支援センター事業 
■障がい者などが創作活動や生産活動を行い、地域社会と

の交流を促進する場と機会の提供を行います。 
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２）任意サービス 

サービスの種類 事業の内容 

福祉ホーム事業 

■地域において住居を求めている障がい者に対し、低額な

料金で居室その他の設備を提供するとともに、日常生活

に必要な便宜を供与します。 

訪問入浴サービス事業 
■自宅以外で入浴が困難な重度身体障がい者の居宅を訪問

し、入浴サービスを提供します。 

ボランティア活動支援事業 
■障がい者及びその家族などの団体が行うボランティア活

動に対し、情報提供などの支援を行います。 

スポーツ・レクリエーション

教室開催等事業 

■障がい者の体力増強、交流、余暇などに資するため、各

種スポーツ・レクリエーション教室やスポーツ大会を開

催します。 

声の広報等発行事業 
■文字による情報入手が困難な障がい者に、市の広報紙な

どの情報を音声訳により定期的に提供します。 

手話奉仕員養成研修事業 
■聴覚、音声、言語機能障がい者との交流活動の促進等の

支援者として手話通訳奉仕員を養成します。 

自動車運転免許取得・改造助

成事業 

■社会活動への参加を促進するため、障がい状況により自

動車運転免許取得及び自動車の改造に要する費用の一部

を助成します。 

日中一時支援事業 

■家族の就労支援、一時的な休息を目的として、障がい者

などに日中の活動の場を提供し、見守りや社会に適応す

るための日常的な訓練などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

（３） 三条市地域自立支援協議会設置要綱 

 

 

   三条市地域自立支援協議会設置要綱 

 （設置） 

第１条 三条市に居住する障がい者及び障がい児（以下「障がい者」という。）が地

域で安心して生活できるよう支援し、自立と社会参加を図るため、相談支援事業を

はじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果

たす協議の場として、三条市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

 （所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。 

 ⑴ 委託相談支援事業者の運営評価等に関すること。 

⑵ 困難事例への対応の在り方に関する協議及び調整に関すること。 

⑶ 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。 

⑷ 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。 

⑸ 相談支援事業機能強化事業及び県相談支援体制整備事業の活用に関すること。 

⑹ 三条市障がい者計画及び障がい福祉計画の評価及び見直しに関すること。 

⑺ その他地域の障がい福祉に関して必要な事項 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験者 

⑵ 相談支援事業者・障がい福祉サービス事業者 

⑶ 保健・教育・雇用機関の関係者 

⑷ 障がい福祉関係団体 

 （任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。た

だし、再任を妨げない。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 （会議） 
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第６条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意

見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第７条 協議会の関係者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成19年12月１日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第４条の規定にかか

わらず、委嘱の日から平成22年３月31日までとする。 
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（４） 三条市地域自立支援協議会委員名簿 

 

【平成21年３月１日現在】 

№ 区  分 所  属  等 氏  名 

１ 学識経験者 新潟医療福祉大学社会福祉学科教授 ◎丸 田 秋 男 

２ 

相談支援事業

者・障がい福祉

サービス事業

者 

障がい者就業・生活支援センターハート主任

兼相談支援専門員 
髙 井  滋 

３ 
障がい福祉サービス事業所ピュアハウス施

設長 
平 林 正 樹 

４ 
障がい福祉サービス事業さくらサービス管

理責任者 
○西 潟 浩 美 

５ 
地域活動支援センターともしび工房施設長 

相談支援センター青空管理者 
鶴 巻 千 秋 

６ 

保健・教育・雇

用機関の関係

者 

三条公共職業安定所統括職業指導官 乙  川   聡 

７ 三条地域振興局健康福祉環境部副部長 畠 山 繁 樹 

８ 新潟県立月ヶ岡養護学校教諭 齋 藤 裕 行 

９ 

障がい福祉関

係団体 

社会福祉法人三条市社会福祉協議会 

福祉係長兼三条支所介護係長 
鍋 嶋 弘 樹 

10 ＮＰＯ三条市身体障害者福祉協会会長 本 田 佐 敏 

11 らいふ・すていしょん利用者 内山 美代子 

12 ぴあのつどい代表 田 中 文 子 

13 三条地区自閉症児・者を育てる会 栗 山 政 子 

  ◎会長  ○副会長 
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